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古
物
営
業
者
の
皆
さ
ん
へ

英
会
話
講
座
受
講
生
募
集

12
月
定
例
教
育
委
員
会
の

日
程
に
つ
い
て

日
和
佐
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

パ
ー
ト
調
理
員
等
の
募
集
に
つ
い
て

12
月
の「
高
年
齢
者
の
再
就
職
に

関
す
る
相
談
窓
口
」の
お
知
ら
せ

日
時　
12
月
26
日
(水) 

　
　
　

午
前
９
時
30
分
〜

場
所　
日
和
佐
公
民
館
３
階
会
議
室

募
集
職
種　
パ
ー
ト
調
理
員

就
業
場
所　
美
波
町
立
日
和
佐
学
校

給
食
セ
ン
タ
ー（
日
和
佐
中
学
校

敷
地
内
）

内
容　
学
校
給
食
調
理
全
般

資
格　
調
理
師
資
格
は
必
要
あ
り
ま

せ
ん
が
、
調
理
の
で
き
る
方

雇
用
期
間　
採
用
決
定
後
〜
平
成
31

年
３
月
31
日
ま
で（
延
長
の
場
合

も
あ
り
ま
す
。）

就
業
日
数　
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
の

週
５
日

就
業
時
間　
午
前
８
時
〜
午
後
４
時

ま
で

賃
金　
調
理
師
資
格
保
有
者
は
時
間

額
８
８
０
円
、
そ
れ
以
外
の
方
は

時
間
額
８
４
０
円
。

通
勤
手
当　
通
勤
距
離
に
よ
っ
て
支

給（
た
だ
し
、上
限
が
あ
り
ま
す
。）

募
集
人
数　
３
名

　
パ
ー
ト
調
理
員
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、
履
歴
書
を
美
波
町
教
育
委
員
会

ま
で
持
参
ま
た
は
郵
送
に
よ
り
提
出

し
て
下
さ
い
。
後
ほ
ど
面
接
に
よ
り

選
考
し
ま
す
。試
験
日
に
つ
い
て
は
、

応
募
さ
れ
た
方
、
各
人
宛
に
ご
連
絡

し
ま
す
。

　

ま
た
、パ
ー
ト
調
理
員
以
外
に
も
、

ご
希
望
さ
れ
る
勤
務
時
間
に
沿
え
る

よ
う
、
不
定
期
に
就
業
し
て
い
た
だ

け
る
方
を
２
名
募
集
し
ま
す
。
希
望

さ
れ
る
方
は
ご
相
談
下
さ
い
。

お
問
合
せ
ま
た
は
提
出
先

美
波
町
教
育
委
員
会

☎
０
８
８
４-

77-

３
６
２
０

〒
７
７
９-

２
３
０
５　

徳
島
県
海
部
郡

美
波
町
奥
河
内
字
寺
前
１
５
３-

１

　

徳
島
県
生
涯
現
役
促
進
地
域
連
携

事
業
推
進
協
議
会
が
55
歳
以
上
の
方

の
再
就
職
や
就
業
支
援
の
相
談
窓
口

を
開
催
し
ま
す
。

日
時　

12
月
17
日
(月) 

午
後
１
時
〜

３
時
30
分　
※
前
日
ま
で
に
要
予
約

場
所　
美
波
町
社
会
福
祉
協
議
会

お
問
い
合
せ

　
☎
0
8
8-

6
7
6-

4
4
2
1

　

英
語
で
簡
単
な
日
常
会
話
や
観
光

案
内
が
で
き
る
こ
と
を
目
指
し
た

「
英
会
話
講
座
」を
開
催
し
ま
す
。

興
味
の
あ
る
方
は
ど
な
た
で
も
結
構

で
す
の
で
、お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

と
き　
平
成
31
年
１
月
10
日
か
ら
３

月
14
日
の
木
曜
日 

午
後
１
時
〜

３
時
ま
で（
全
10
回
）

と
こ
ろ　
徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局

美
波
庁
舎（
海
部
郡
美
波
町
奥
河

内
字
弁
才
天
17-

１
）

講
師　
ジ
ェ
フ
・
ポ
デ
ズ
ワ
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
（
英
会
話
講
師
）

受
講
料　
無
料

申
込
締
切　
12
月
28
日
(金) 

申
込
方
法　
住
所
・
氏
名
・
電
話
番

号
を
明
記
の
う
え
、
フ
ァ
ク
シ
ミ

リ
ま
た
は
電
話
で
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

募
集
定
員　
20
人（
応
募
者
多
数
の

場
合
は
抽
選
）

申
込
み
・
問
い
合
せ

徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
地
域
創
生

部（
美
波
）地
域
振
興
担
当

☎
０
８
８
４-

74-

７
３
３
０

FAX
０
８
８
４-

74-

７
３
３
７

※
こ
の
講
座
は
、
徳
島
県
立
総
合
大

学
校
南
部
校
主
催
講
座
で
す
。

◎
古
物
営
業
法
の
改
正
に
つ
い
て

　
「
古
物
営
業
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律（
平
成
30
年
法
律
第
21
号
。

以
下「
改
正
法
」と
い
い
ま
す
。）」が

平
成
30
年
４
月
25
日
に
公
布
さ
れ
ま

し
た
。

　

改
正
法
は
、
２
回
に
分
け
て
施
行

さ
れ
、
１
回
目
の
施
行
は
平
成
30
年

10
月
24
日
、
２
回
目
の
施
行
は
公
布

の
日
か
ら
起
算
し
て
２
年
を
超
え
な

い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る

日（
以
下「
２
回
目
の
施
行
日
」と
い

い
ま
す
。）か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

◆
１
回
目
の
施
行（
平
成
30
年
10
月

24
日
）で
改
正
さ
れ
た
主
な
概
要

　

①
営
業
制
限
の
見
直
し

　

②
簡
易
取
消
し
の
新
設

　

③
欠
格
事
由
の
追
加　

等

◆
２
回
目
の
施
行
で
改
正
さ
れ
る
内

容
　

許
可
単
位
の
見
直
し

◆
主
た
る
営
業
所
等
の
届
出
に
つ
い

て
　
『「
２
回
目
の
施
行
日
」の
前
日
』

ま
で
に
古
物
営
業
の
許
可
を
取
得

し
た
古
物
営
業
者
の
皆
さ
ん
が

「
２
回
目
の
施
行
日
」以
降
に
お

い
て
も
引
き
続
き
許
可
を
受
け
続

け
る
た
め
に
は「
主
た
る
営
業
所

等
の
届
出
」を
す
る
こ
と
が
必
要

で
す
。

※
現
在
、許
可
を
受
け
て
い
る
方
、

又
は
、
現
在
は
許
可
を
受
け
て

い
な
く
て
も
、『「
２
回
目
の
施

行
日
」の
前
日
』ま
で
に
許
可

を
受
け
た
方
は
、
必
ず
、
届
出

が
必
要
で
す
。

届
出
期
間

　

平
成
30
年
10
月
24
日
か
ら『「
２

回
目
の
施
行
日
」の
前
日
』ま
で

の
間

届
出
先

　

主
た
る
営
業
所
等
の
所
在
地
を
管

轄
す
る
警
察
署

※
複
数
の
公
安
委
員
会
か
ら
許
可

を
受
け
て
い
る
場
合
、
主
た
る

営
業
所
の
あ
る
管
轄
警
察
署
に

届
出
を
す
れ
ば
そ
の
他
の
公
安

委
員
会
へ
の
届
出
は
不
要
で

す
。

提
出
書
類

　

主
た
る
営
業
所
等
届
出
書
１
通

※
様
式
は
最
寄
り
の
警
察
署
又
は

徳
島
県
警
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
入

手
で
き
ま
す
。

※
当
該
届
出
書
を
提
出
し
た
後
、

記
載
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た
場

合
は
、
先
の
当
該
届
出
が
無
効

と
な
り
ま
す
の
で
、
変
更
届
出

書
の
提
出
に
併
せ
て
、再
度「
主

た
る
営
業
所
等
届
出
書
」の
届

出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

※
上
記
届
出
期
間
内
に
当
該
届
出

を
せ
ず
に
古
物
営
業
を
行
っ
た

場
合
は
、「
２
回
目
の
施
行
日
」

以
降
は
古
物
営
業
法
違
反（
無

許
可
営
業
）と
な
り
ま
す
。

お
問
い
合
せ
先
等

①
徳
島
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生

活
安
全
企
画
課
許
可
事
務
指
導
室

営
業
係

☎
0
8
8-

6
2
2-

3
1
0
1

②
営
業
所（
営
業
所
が
な
い
場
合
は

住
所
地
）を
管
轄
す
る
警
察
署
の

生
活
安
全
課

③
徳
島
県
警
察
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.police.pref.
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